
島 根 県 報第�����号 平成��年�月��日 (�)

� �

� �

農業参入意向企業調査研究支援資金貸与規則の一部を改正する規則 （農 業 経 営 課） 	

新規自営漁者定着支援資金貸与規則の一部を改正する規則 （水 産 課） 	

� �

島根県立大学の学則の一部改正の届出 （総 務 課） �

しまね田舎ツーリズム拠点整備事業費補助金交付要綱 （地 域 政 策 課） �

生活保護法の規定による介護機関の指定 （地 域 福 祉 課） �	

生活保護法の規定による指定介護機関の事業廃止の届出 （ 〃 ） �	

生活保護法の規定による指定介護機関の名称変更の届出 （ 〃 ） ��

介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事 （高齢者福祉課） ��

業者の指定

身体障害者福祉法の規定に基づく指定身体障害者更生施設等の指定 （障害者福祉課） ��

障害者自立支援法の規定による指定自立支援医療機関の指定 （ 〃 ） �


企業参入促進資金利子補給金交付要綱の一部改正 （農 業 経 営 課） �


島根県持続農業導入指針変更の公表 （農畜産振興課） �


漁船損害等補償法の規定に基づく付保義務の消滅（�件） （水 産 課） �


道路の区域の変更 （道 路 維 持 課） ��

道路の供用開始 （ 〃 ） ��

電線共同溝を整備すべき道路の指定の変更 （ 〃 ） �

河川区域の指定 （河 川 課） �

河川保全区域の指定 （ 〃 ） �

� �

家畜体内受精卵移植に関する講習会の開催 （農畜産振興課） ��

���	��

メンテナンス付カーテンリース調達に係る一般競争入札の実施 （医 療 対 策 課） ��


���

不在者投票を行うことができる施設の指定の取消 ��

不在者投票を行うことができる施設の指定 	�

����������������������������������������������������
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平成��年�月��日 (金)

� ������
(毎週火・金曜日発行)
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◇���������� !"#$%&'���()*+,-.��（規則第�号）

� 規則の概要

貸付けの相手方の改正（第�条・第�条関係）
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改 正 前 改 正 後



島 根 県 報

� �

農業参入意向企業調査研究支援資金貸与規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

農業参入意向企業調査研究支援資金貸与規則の一部を改正する規則

農業参入意向企業調査研究支援資金貸与規則（平成��年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

第�条第�項中「、合名会社及び合資会社」を「及び持分会社（会社法（平成�	年法律第�
号）第�	�条第�項に規定

する持分会社をいう。第�条において同じ。）」に改める。

第�条中「合名会社及び合資会社」を「持分会社」に改める。


 �

この規則は、公布の日から施行する。

新規自営漁業者定着支援資金貸与規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

新規自営漁業者定着支援資金貸与規則の一部を改正する規則

新規自営漁業者定着支援資金貸与規則（平成�	年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

第�条第�号中「島根県漁業協同組合連合会が設置する島根県漁業就業者確保育成センター」を「漁業協同組合」に改

める。

様式第�号中「島根県漁業就業者確保育成センターが行う」を削る。


 �

この規則は、公布の日から施行する。

第�	��号 平成��年�月��日(�)

� 施行期日

公布の日から施行することとした。

◇��������������������� !��（規則第	�号）

� 規則の概要

市町村を通じて資金の貸付けを受ける際に受講が要件となる漁労技術習得研修の実施主体の改正（第�条・

様式第�号関係）

� 施行期日

公布の日から施行することとした。
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規定する持分会社をいう。）

改 正 前 改 正 後

島根県漁業協同組合連合会が設置する島根県漁業就

業者確保育成センター

漁業協同組合

株式会社、合名会社及び合資会社 株式会社及び持分会社（会社法第�	�条第�項に



島 根 県 報

� �

���������	

島根県立大学条例施行規則（平成��年島根県規則第��号）第��条第�項の規定により島根県立大学学則が改正され、島

根県立大学長から届出があったので、同条第�項の規定により次のとおり告示する。

平成��年�月	
日

島根県知事 澄 田 信 義

島根県立大学学則の一部を次のように改正する。

第�条の見出し中「就職部」を「アドミッションセンター、キャリアセンター」に改め、同条中「学生の就職に関する

事務を処理させるため就職部を」を「入学者選抜及び学生募集等に関する事務を処理させるためアドミッションセンター

を、学生のキャリア形成及び進路に関する事務を処理させるためキャリアセンターを」に改める。

第��条の次に次の�条を加える。

（アドミッションセンター長）

���
�� アドミッションセンターにアドミッションセンター長を置き、本学の教授をもって充てる。

� アドミッションセンター長は、入学者選抜及び学生募集等に関する校務を掌理する。

第��条を次のように改める。

（キャリアセンター長）

��
 キャリアセンターにキャリアセンター長を置き、本学の教授をもって充てる。

� キャリアセンター長は、学生のキャリア形成及び進路に関する校務を掌理する。

第��条第�項中第�
号を第�	号とし、第�号中「課長」の次に「（企画幹を含む。）」を加え、同号を同条第��号と

し、同条中第号を第�
号とし、同号の次に次の�号を加える。

� 交流センター長

第��条第�項第�号の次に次の�号を加える。

� アドミッションセンター長

� キャリアセンター長

� �

この学則は、平成��年�月�日から施行する。

��������	

しまね田舎ツーリズム拠点整備事業費補助金交付要綱を次のように定める。

平成��年�月	
日

島根県知事 澄 田 信 義

しまね田舎ツーリズム拠点整備事業費補助金交付要綱

（趣旨）

��
 県の交付するしまね田舎ツーリズム拠点整備事業費補助金（以下「補助金」という。）については、補助金等交

付規則（昭和	�年島根県規則第	�号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この告示の定めるところによ

る。

（定義）

��
 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

� しまね田舎ツーリズム 主として都市の住民が農林水産業の体験、農山漁村の生活の体験等又は宿泊施設若しくは

民家での宿泊を通じて、本県の自然、風土、歴史、文化等に触れるとともに、地域の住民との交流を楽しむことをい

第����
号 平成��年�月	
日 (	)



島 根 県 報

う。

� 活動団体等 県内に本拠を置く企業、特定非営利活動法人又は任意団体で、しまね田舎ツーリズム推進協議会宿

泊・調理部会（「しまね田舎ツーリズム」に係る食品衛生法及び旅館業法の取扱について（平成��年�月�日付け薬

第����号地域振興部長、健康福祉部長通知）により設置された組織をいう。）に加入しているもの又は加入すること

を誓約したものをいう。ただし、任意団体については、次に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。

ア 事業を的確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。

イ 規約を有していること。

ウ 代表者が明らかであること。

� 空き家等 次に掲げる要件を満たす家屋又は施設をいう。

ア 補助金の交付を申請した日において現に居住の用に供していないこと。

イ 引き続いて��年以上しまね田舎ツーリズムの活動拠点として利用できる見込みのあること。

ウ 家屋又は施設を借りる場合は、当該家屋又は施設の所有者からその整備に係る同意を得ていること。

（交付の目的等）

��� 県は、しまね田舎ツーリズムを推進し、もって活力ある島根を築くとともに、地方の存在意義の共有を図ること

を目的として、市町村又は活動団体等が自ら行うしまね田舎ツーリズムの活動拠点として��年以上利用する空き家等を

整備する事業に必要な経費のうち知事が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で補助金を交付するものと

する。ただし、市町村が事業主体の場合は、しまね田舎ツーリズムに係る事業を活動団体等に委託することができる。

（補助対象経費等）

��� 補助金の交付の対象である経費、交付の率等、交付の限度額及び補助事業者の範囲は、次の表のとおりとする。

� 前項の規定により、交付しようとする額に��万円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てた額とする。

（補助金の交付申請）

��� 補助金の交付を受けようとする者が規則第	条の規定により提出する申請書は、しまね田舎ツーリズム拠点整備

事業費補助金交付申請書（様式第�号）とする。

� 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するときに施設利用期間に関する誓約書（様式第�号）を

知事に提出しなければならない。

（誓約書の提出）

��� 補助金の交付の申請をした者は、規則第
条第�項の規定による交付の決定を受けた場合は、別に定める日まで

に、しまね田舎ツーリズム推進協議会宿泊・調理部会加入（変更）に関する誓約書（様式第�号）を知事に提出しなけ

ればならない。

（補助事業の変更等の承認申請）

��� 補助事業者は、規則第�条の規定により知事の承認を受けようとするときは、しまね田舎ツーリズム拠点整備事

業費補助金（中止・廃止）承認申請書（様式第	号）を知事に提出しなければならない。

（実績報告）

��� 規則第��条に規定する実績報告書は、しまね田舎ツーリズム拠点整備事業費補助金実績報告書（様式第
号）と

する。

第����号 平成��年�月��日(�)

交付の対象である経費 交付の率等 交付の限度額 補助事業者の範囲

空き家等の改修に要する経

費のうち、知事が必要かつ

適当と認めるもの

交付の対象である経費の�

分の�以内。ただし、活動

団体等が事業主体の場合

で、材料代が交付の対象で

ある経費の�分の�を超え

る場合は、材料代相当額

�事業につき、��万円以上

���万円以下

市町村又は活動団体等



島 根 県 報

� 補助事業者は、前項の実績報告書を当該補助事業の完了した日から起算して��日を経過した日又は補助金の交付を決

定した日の属する年度の翌年度の�月��日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。

（補助金の概算払）

��� 知事は、第�条に規定する補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対

し、補助金等の全部又は一部を概算払により交付することができる。

� 補助事業者は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、しまね田舎ツーリズム拠点整備事業費補助金概算払請

求書（様式第�号）を知事に提出しなければならない。

（補助金の経理等）

���� 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿その他知事が別に定める書類

を事業が完了した日の属する会計年度の終了後�年間保存しなければならない。

� �

この告示は、平成�	年�月��日から施行する。

第�
���号 平成�	年�月��日 ()



島 根 県 報第�����号 平成��年�月��日(	)

�����（第
条関係）

年 月 日

島根県知事 様

団体名
申請者

代表者職氏名 �

年度しまね田舎ツーリズム拠点整備事業費補助金交付申請書

補助金の交付を受けたいので、しまね田舎ツーリズム拠点整備事業費補助金交付要綱第
条第�項の規定により、

下記のとおり申請します。

記

� 申請者

備考 申請者が市町村の場合は、申請団体の設立時期及び活動状況欄は記入不要

� 申請する事業

 添付資料

� しまね田舎ツーリズム推進に係る事業計画書（執行体制を明記のこと。）

� 申請団体の規約及び構成員の名簿

� 収支予算書

� 賃貸借契約書の写し（空き家等を借りる場合）

� 空き家等の所有者から改修に係る同意書（空き家等を借りる場合）

� その他参考資料（施設の現況写真等）

団体の所在地等

〒 － 島根県

担当者名

連絡先電話番号（ ） －

施設の住所及び名

称

住所

名称

申請団体の設立時

期及び活動状況

設立時期 年 月

活動状況

事業内容

事業開始日 年 月 日

事業内容

事業完了予定日 年 月 日

施設の管理運営主

体

事業費総額 円

補助申請額 円（��万円単位とすること。）



島 根 県 報第�����号 平成��年�月��日 (�)

�����（第	条関係）

施 設 利 用 期 間 に 関 す る 誓 約 書

しまね田舎ツーリズム拠点整備事業費補助金交付要綱第	条第
項の規定により、「しまね田舎ツーリズム」に係

る食品衛生法及び旅館業法の取扱について（平成��年�月�日付け薬第���号地域振興部長、健康福祉部長通知）に

従い、下記のとおりしまね田舎ツーリズムを行うため当該施設を利用することを誓約します。

記

� 施設の住所及び名称


 �の施設を活用して交流事業を行う期間

年 月 日から 年 月 日まで

（期間は、��年以上とすること。）

島根県知事 様

誓約者

団体名

代表者職氏名 �



島 根 県 報第�����号 平成��年�月��日(�)

�����（第�条関係）

しまね田舎ツーリズム推進協議会宿泊・調理部会加入（変更）に関する誓約書

しまね田舎ツーリズム拠点整備事業費補助金交付要綱第�条の規定により、 年 月 日付けで補助金交

付申請をした施設の整備事業が完了後下記のとおり速やかに、しまね田舎ツーリズム推進協議会宿泊・調理部会に加

入（の加入内容の変更を）することを誓約します。

記

	 団体名


 施設の住所及び名称

島根県知事 様

誓約者

団体名

代表者職氏名 �



島 根 県 報第�����号 平成��年�月��日 (�)

�����（第	条関係）

年 月 日

島根県知事 様

団体名
申請者

代表者職氏名 �

年度しまね田舎ツーリズム拠点整備事業費補助金変更（中止・廃止）承認申請書

年 月 日付け 第 号をもって交付決定の通知のあった事業につき、その内容を変更（中止・廃

止）したいので、しまね田舎ツーリズム拠点整備事業費補助金交付要綱第	条の規定により、下記のとおり申請しま

す。

記


 事業名

� 変更（中止・廃止）の理由及び内容

（注） 事業費又は積算内容に変更がある場合は、当初申請時の収支予算書に変更後の数値を併記（�段書き）した

ものを提出すること。



島 根 県 報第�����号 平成��年�月��日(��)

�����（第	条関係）

年 月 日

島根県知事 様

団体名

代表者職氏名 �

年度しまね田舎ツーリズム拠点整備事業費補助金実績報告書

年 月 日付け 第 号をもって交付決定の通知があった事業を 年 月 日付けで完了

しましたので、しまね田舎ツーリズム拠点整備事業費補助金交付要綱第	条第
項の規定により、下記のとおりその

実績を報告します。

記


 事業名

� 実施した事業の内容

� 今後の展開等

 事業費の積算明細

備考


 事業の実施状況がわかる参考資料等を添付すること。

� 支払の状況がわかる証拠書類等のコピーを添付すること。

項 目 経 費 積 算 明 細 補 助 金 額

合 計
※ ※の財源内訳



島 根 県 報第�����号 平成��年�月��日 (��)

�����（第	条関係）

年 月 日

島根県知事 様

団体名

代表者職氏名 �

しまね田舎ツーリズム拠点整備事業費補助金概算払請求書

年 月 日付け 第 号をもって交付決定の通知のあった事業につき、しまね田舎ツーリズム拠点

整備事業費補助金交付要綱第	条第
項の規定により、下記のとおり請求します。

記

� 事 業 名


 交 付 決 定 額 円

� 既 支 払 額 円

 今 回 請 求 額 円

� 残 額 円

� 事業完了（見込み）期日 年 月 日
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��������	


生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次のとお

り指定したので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年�月	
日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項において準用する同法第�
条の�の規定により、次のとおり指

定介護機関の事業の廃止の届出があったので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年�月	
日

島根県知事 澄 田 信 義

第���
号 平成��年�月	
日(��)

指定訪問看護事業者・居宅介護事業者・居
宅介護支援事業者

実施する事業

訪問看護ステーション・居宅介護事業所・
居宅介護支援事業所 指 定

年月日
名 称

主たる事務所
の所在地

名 称 所 在 地

有限会社 ＳＷＡＮ
松江市浜乃木�丁目
�番��

通所介護 スワンデイサービス
松江市浜乃木�丁目
�－��

平成��年
�月�	日

有限会社 ＳＷＡＮ
松江市浜乃木�丁目
�番��

介護予防通所
介護

スワンデイサービス
松江市浜乃木�丁目
�－��

平成��年
�月�	日

社会福祉法人 まほ
ろばの郷

出雲市大社町中荒木
���－�

特定施設入居
者生活介護

ケアハウス ふるさ
と苑

出雲市大社町中荒木
���－�

平成��年
�月�日

有限会社 栄昌
鹿足郡吉賀町田野原
�	��番地

訪問介護
有限会社 栄昌ヘル
パーステーション

鹿足郡吉賀町田野原
�	��番地

平成��年
�月�日

有限会社 栄昌
鹿足郡吉賀町田野原
�	��番地

介護予防訪問
介護

有限会社 栄昌ヘル
パーステーション

鹿足郡吉賀町田野原
�	��番地

平成��年
�月�日

特定非営利活動法人
はとぽっぽ

浜田市朝日町�	番地
��

介護予防通所
介護

デイサービス はと
ぽっぽ

浜田市朝日町�	番地
��

平成��年
�月�日

医療法人財団 公仁
会

松江市鹿島町名分
��	－�

通所介護
鹿島病院デイサービ
スセンター

松江市鹿島町名分
��	－�

平成��年
�月�日

医療法人財団 公仁
会

松江市鹿島町名分
��	－�

介護予防通所
介護

鹿島病院デイサービ
スセンター

松江市鹿島町名分
��	－�

平成��年
�月�日

指定訪問看護事業者・居宅介護事業者・居
宅介護支援事業者

廃止する事業

訪問看護ステーション・居宅介護事業所・
居宅介護支援事業所 廃 止

年月日
名 称

主たる事務所
の所在地

名 称 所 在 地

益田市
益田市常磐町�番�

号
短期入所生活
介護

匹見指定短期入所生
活介護事業所

益田市匹見町匹見イ
��
�番地

平成��年
�月	�日
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��������	


生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項において準用する同法第��条の�の規定により、次のとおり指

定介護機関の名称の変更の届出があったので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年	月
�日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


介護保険法（平成�年法律第��
号）第��条第�項及び第�
条第�項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者及び指

定介護予防サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第�条第�号及び第���条の�第�号の規定により告示す

る。

平成��年	月
�日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


身体障害者福祉法（昭和��年法律第��
号）第�条の��第�項の規定に基づき、指定身体障害者更生施設等を次のとお

り指定したので、同法第�条の
�第�号の規定に基づき告示する。

平成��年	月
�日

島根県知事 澄 田 信 義

第����号 平成��年	月
�日 (�
)

指定訪問看護事業者・居宅介護事
業者・居宅介護支援事業者

実施する事業

訪問看護ステーション・居宅介護事業所・居宅介護
支援事業所 変 更

年月日
名 称

主たる事務所の
所在地

名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

医療法人 徳祐
海

邑智郡邑南町山
田

番地	

訪問看護
老人訪問看護ス
テーション さ
くら会

訪問看護ステー
ション さくら
会

邑智郡邑南町山
田

番地	

平成��年
�月�日

事業者の名称 指定した事業 事業所の名称 事 業 所 の 所 在 地
指 定
年月日

社会福祉法人 出雲市社
会福祉協議会

通所介護 出雲市社会福祉協議会
佐田支所 通所 かがや
きの家

出雲市佐田町須佐
�番地�
平成��年
�月�日介護予防通所介護

経営主体の名称
指定した施設
種別

施 設 の 名 称 施 設 の 所 在 地
指 定
年月日

社会福祉法人 四ツ葉福
祉会

入所授産施設
（通所）

授産センターよつば 松江市打出町�

平成��年
�月
�日

社会福祉法人 梅寿会
療護施設（通
所）

ラポール宝生苑 益田市久城町�
�
平成��年
�月
�日
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障害者自立支援法（平成��年法律第���号）第��条第�項に規定する指定自立支援医療機関を次のとおり指定したの

で、同法第�	条第
号の規定により告示する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


企業参入促進資金利子補給金交付要綱（平成��年島根県告示第��	号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

第
条中「、合名会社及び合資会社」を「及び持分会社（会社法（平成��年法律第��号）第���条第
項に規定する持

分会社をいう。）」に改める。

� 

この告示は、平成��年�月�日から施行する。

���������


持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（平成��年法律第��号）第�条第�項の規定により島根県持続

農業導入指針を平成��年�月�日に変更したので、同条第�項の規定により、別冊のとおり公表する。

別冊は、掲載を省略し、島根県農林水産部農畜産振興課、隠岐支庁及び各農林振興センターに備え置いて縦覧に供す

る。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


漁船損害等補償法（昭和��年法律第��号）第���条の�第
項第
号の規定により、次の加入区について、平成��年島

根県告示第���号による保険に付すべき義務は、平成��年�月��日限り消滅したので、同条第�項及び同法施行規則（昭

和��年農林省令第��号）第��条の�の規定により告示する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

御津加入区

���������


第���	号 平成��年�月�日(��)

指 定 自 立 支 援 医 療 機 関 自立支援医療
の種類

指定年月日
名 称 所 在 地

ニシキ薬局 鹿足郡吉賀町柿木村柿木��� 精神通院医療 平成��年�月
日

つつじ薬局 江津市江津町���番地�� 精神通院医療 平成��年�月
日

日本調剤江津薬局 江津市江津町���番地�� 精神通院医療 平成��年�月
日

訪問看護ステーション暖心 松江市山代町	��－� 精神通院医療 平成��年�月
日
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漁船損害等補償法（昭和��年法律第��号）第���条の�第�項第�号の規定により、次の加入区について、平成��年島

根県告示第	
�号による保険に付すべき義務は、平成��年�月�
日限り消滅したので、同条第�項及び同法施行規則（昭

和��年農林省令第��号）第�	条の�の規定により告示する。

平成��年�月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

平田市加入区

��������	


道路の区域を次のように変更したので、道路法（昭和��年法律第��
号）第��条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から�日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

平成��年�月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和��年法律第��
号）第��条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から�日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

平成��年�月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

第����
号 平成��年�月�
日 (�)

道路の
種 類

路 線 名

道 路 の 区 域 管轄する地
方機関の名
称

備 考
区 間

変更前
後の別

敷地の幅員 延 長

県 道
上阿井八川
線

仁多郡奥出雲町八川
��	
番�地先から同
��	
番�地先まで

前
メートル

�	�

～
���



メートル
	��

 雲南県土整

備事務所仁
多土木事業
所

河川管理者への
移管

減幅後 �
�

～
���



	��



〃
跡市波子停
車場線

江津市敬川町	��番�

地先から同市波子町ロ
��番�地先まで

前 Ａ ��	
～
��





�



浜田県土整
備事務所

道路改良工事

左記のＡ及びＢ
は関係図面に表
示する敷地の区
分をいう。

ダブルウェイ

Ａ

後

Ｂ

��	
～
��





�



���

～

�



��
�



〃 〃
江津市波子町ロ��番�

地先から同市敬川町
���
番�地先まで

前 ��
～
��



�
�

 道路改良工事

拡幅後 ��

～
��



�
�
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電線共同溝を整備すべき道路の指定区間を次のとおり変更したので、電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成�

年法律第��号）第�条第�項の規定により告示する。

平成��年�月�	日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


二級河川益田川水系益田川及び波田川（益田川ダムに限る。）に係る河川法（昭和��年法律第�
�号）第�条第�項第

�号に規定する河川区域を次のように指定したので、同条第�項の規定に基づき告示する。

平成��年�月�	日

島根県知事 澄 田 信 義

次の図面の茶色で着色した部分に該当する土地の区域とする。

「次の図面」は省略し、土木部河川課及び益田県土整備事務所に備え置いて縦覧に供する。

���������


二級河川益田川水系益田川及び波田川（益田川ダムに限る。）に係る河川法（昭和��年法律第�
�号）第�条第�項に

規定する河川保全区域を次のように指定したので、同条第�項の規定に基づき告示する。

平成��年�月�	日

第����	号 平成��年�月�	日(�
)

道路の
種 類

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 延 長
供用開始
年 月 日

管轄する地
方機関の名
称

備 考

県 道
大野魚瀬恵
曇線

松江市上大野町��
番�地先から同町���

番�地先まで

メートル
����		

平成��年
�月�	日 松江県土整

備事務所
〃

松江鹿島美
保関線

松江市東生馬町�
番�地先から同市上
佐陀町���番�地先まで

��
���		
平成��年
�月�	日

〃
上阿井八川
線

仁多郡奥出雲町八川���番�地先から同
��
	番�地先まで

��	�		
平成��年
�月�	日

雲南県土整
備事務所仁
多土木事業
所

道路の
種 類

路 線 名
変更前
後の別

区 間
上り線又は
下り線の別

指 定
年月日

一般国道 ���号

前

松江市殿町�
番地先から同市母衣町�番�地先まで 上り線

平成��年
�月�	日

松江市殿町�
番地先から同市母衣町��番�地先まで 下り線

後

松江市殿町�
番地先から同市母衣町�番�地先まで 上り線

松江市殿町�
番地先から同市母衣町��	番地先まで 下り線
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島根県知事 澄 田 信 義

次の図面の茶色で着色した部分に該当する土地の区域とする。

「次の図面」は省略し、土木部河川課及び益田県土整備事務所に備え置いて縦覧に供する。

� �

家畜改良増殖法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づく家畜体内受精卵移植に関する講習会を次のとお

り開催する。

平成��年	月
�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 開催場所

出雲市古志町
��� 島根県畜産技術センター

� 開催期間

平成��年��月��日（月）から同年��月��日（金）まで

 受講者の定員

�名程度

� 講習に係る家畜の種類

牛

� 講習の科目

� 学科

受精卵移植概論、受精卵の生理及び形態、受精卵の処理、受精卵の移植

� 実習

受精卵の処理、受精卵の移植

	 受講資格

牛について家畜改良増殖法第��条第�項の家畜人工授精に関する講習会の課程を修了して、その修業試験に合格した

者であること。

� 受講願書の提出期限

平成��年�月��日（金）

� 受講の手続

講習を受けようとする者は、受講願書に受講資格を有することを証明する書類（合格証の写し又は免許証の写し）を

添えて住所地を管轄する家畜保健衛生所の長を経由して、知事に提出すること。

� 受講者の決定

知事は受講者を決定したときは、その旨を書面により本人に通知する。

�� 受講手数料


�����円に相当する島根県収入証紙を受講願書の所定の欄にはり付けること。

�� その他

この講習会の受講についての問合せは、松江市殿町�番地島根県農林水産部農畜産振興課食料安全推進室（����－

��－��
�）又は最寄りの家畜保健衛生所にすること。

� � � � � �

次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和��年政令第��号）第���条の	第�項及び地方公共団体

の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成�年政令第
��号）第	条の規定により公告する。

第�����号 平成��年	月
�日 (��)
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平成��年�月��日

島根県立中央病院長 中 川 正 久

� 入札内容

� 調達件名及び数量

メンテナンス付カーテンリース 一式

� 調達案件の仕様

仕様書及びカーテン内訳表による。

� 契約期間

平成��年��月�日から平成��年�月��日

� 契約場所

島根県出雲市姫原四丁目�番地� 島根県立中央病院

	 入札参加資格

� 地方自治法施行令第�
�条の�の規定に該当しない者であること。

� 平成��年及び平成��年に島根県において発注する物品の製造の請負、売買及び借入に係る競争入札の参加資格等

（平成�
年島根県告示第���号）に定める参加資格を有する者で、「大分類」が借入品で、「中分類」が寝具又はそ

の他で登録され、格付けが「Ａ」等級であること。

 入札書の提出場所等

� 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先

〒
��－���� 島根県出雲市姫原四丁目�番地�

島根県立中央病院事務局経営企画部業務グループ

電話 ����－��－
���

� 入札説明書の交付方法

平成��年�月�日から平成��年�月��日までの間、上記�の場所において交付する。

交付時間は、土曜、日曜、祝日を除く午前�時から午後�時までとする。

� 入札説明会の日時及び場所

ア 日時 平成��年�月��日（月）午前��時��分

イ 場所 島根県立中央病院 階 会議室	

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の�パーセントに相当する額を加算した金額（当該金

額に�円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者

は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、入札書には、見積もった契約金

額の���分の���に相当する金額を記載すること。

� 入札書の受領期限

平成��年�月��日（木）午前��時��分（郵送による入札にあっては、平成��年�月�日午後�時までに到着してい

ること。）

� 開札の日時及び場所

ア 日時 平成��年�月��日（木）午前��時��分

イ 場所 島根県立中央病院 階 会議室�

� その他

� 契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

入札者が見積もった契約金額の���分の�以上を納付すること。ただし、島根県会計規則（昭和��年島根県規則第

第�����号 平成��年�月��日(��)
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��号）第��条の�各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

� 契約保証金

契約金額の���分の��以上を納付すること。ただし、島根県会計規則第��条の�各号のいずれかに該当する場合

は、免除する。

� 入札参加者の提出書類

この入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した書類を入札説明書に定める提出期限までに提出しなければな

らない。

なお、入札参加者は、開札の日時までの間において、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなけれ

ばならない。

� 入札の無効

本公告に示した入札参加資格のない者が入札したときその他島根県会計規則第��条各号のいずれかに該当するとき

は、当該入札者の入札は無効とする。

� 契約書作成の要否

要する。

� 落札者の決定方法

本公告に示した物品を納入できると島根県立中央病院長が判断した入札者であって、島根県会計規則第��条の規定

に基づき定められた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

� その他

詳細は入札説明書による。

� 	
����

� ���
�����
��������������
��������
����������������������
��������� ����
���!����

��������������

� "�����"�����"���#���	��������� ����

� $������"���#���	������$�����
��%�����&�������'(�(�&������ )*
��(��� 	������(+��

� "���������,�����������-�-�
!
���� ����（�������������������
����#��������������.���

�-�-���
!
��� ����）

� $����������������������� ���	������$�����
��%�����&�������'(�(�&������ )*
��(��� 

	������(+�� ���(/...,���/.�(��(�'��

� � � � � � � � 	


����������	���

公職選挙法施行令（昭和�.年政令第/�号）第..条第�項及び第0項第�号、漁業法施行令（昭和�.年政令第��号）第1

条の規定により準用する公職選挙法施行令第..条第�項及び第0項第�号並びに農業委員会等に関する法律施行令（昭和

��年政令第2/号）第3条の規定により準用する公職選挙法施行令第..条第�項及び第0項第�号の規定による不在者投票

を行うことができる施設について、次のとおり指定を取り消した。

平成�/年3月��日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

指定を取り消した施設

第� 2��号 平成�/年3月��日 (��)

名 称 所 在 地 指定取消年月日

松江市立浩生寮 松江市上乃木五丁目�/番��号 平成�/年4月��日

益田市立介護老人保健施設くにさき苑 益田市遠田町��.�番地5 平成�/年4月��日
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公職選挙法施行令（昭和�
年政令第��号）第

条第�項及び第項第�号、漁業法施行令（昭和�
年政令第��号）第�

条の規定により準用する公職選挙法施行令第

条第�項及び第項第�号並びに農業委員会等に関する法律施行令（昭和

��年政令第��号）第�条の規定により準用する公職選挙法施行令第

条第�項及び第項第�号の規定による不在者投票

を行うことができる施設について、次のとおり指定した。

平成��年�月��日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

指定をした施設

第�����号 平成��年�月��日(��)

大田市軽費老人ホームビラおおだ 大田市大田町大田ロ	��番地� 平成��年�月��日

大田市福寿園 大田市川合町川合�	��番地 平成��年�月��日

施 設 の 名 称 所 在 地 指定年月日

養護老人ホーム浩生寮 松江市上乃木五丁目��番��号 平成��年月�日

益田市立介護老人保健施設くにさき苑 益田市遠田町��
�番地� 平成��年月�日

軽費老人ホームビラおぉだ 大田市大田町大田ロ	��番地� 平成��年月�日

養護老人ホーム大田市福寿園 大田市川合町川合�	��番地 平成��年月�日


